
石川県地域生活定着支援センター

出前講座のご案内

対 象

罪を犯した高齢者・障害者の福祉的支援に関し、異業種・多職種が連携して積極的に
支援が行われるよう、「罪を犯した高齢者・障害者の実情」や「地域生活定着支援セン
ター」を知ってもらうための研修会や出前講座を行っています。

矯正施設を退所した方に対する偏見や、受け入れに対する不安等は、残念ながら地域
や支援関係者にも根強く、立ち直る環境作りや体制構築が定着しない状況です。「知ら
ないものは怖い」というのは当たり前。多くの方々にその現状を知っていただき、地域
生活定着支援事業の理解促進、地域ネットワークの強化、受け入れ促進および支援者連
携の向上を目指すことを目的としています。

内 容

地域生活定着支援センターに興味のある方
罪を犯した高齢者・障害者の福祉的支援に関して興味のある方

・地域生活定着支援センターとは？
・福祉的支援を必要とする罪を犯した高齢者・障害者の理解や現状
・事例報告を含めた支援方法について
・罪を犯した高齢者・障害者への対応について

※その他、ご要望を伺って内容を決定いたします。

時 間 1時間程度を目安として、講座の内容に応じて調整可能です。

会 場 ご相談に応じて対応いたします。
お申込みいただいた事業所まで出張も可能です。

申込み先
石川県地域生活定着支援センターまで、ご連絡ください。

石川県地域生活定着支援センター
〒920-0353 石川県金沢市赤土町ニ13-6

TEL 076-266-2922 / FAX 076-266-1070
E-mail tsc@saiseikaikanazawa.jp 
業務時間 平日8:30～17:00（祝日および年末年始を除く）


